
（2）夜聞及び深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化i（別紙資料5－2）：

○指定適所介護事業所の設備を利用して、夜間及び深夜に指定適所介護以外．のサ二

ビス（以下「宿泊サービス」というo）を提供する場合は、介護保険制度外の自主事

業であるが、泊まりの環境が十分でない等の問題点も指南されていることな’どを踏

まえ、利用者保護の観点から、指定適所介護の利扁者に対するサービス提供に支障

がないかどうかを指定権者が適切に判断できるよう、平成27．年4月1、日から宿泊サ

「ビスの内容を届け出るとともに、事故報告の仕組みを構築すること－とし、基準省
令の見直しを行ったところである。

○”「指定適所介護事業所の設備を利用し夜間及び深夜に指定適所介護以外のサ」ビ

スを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について（案）」をお示

ししているが、当該指針については、宿泊サ「ビスの最低限の質の担保を図るとい

う観点から作成しているものであるため、宿泊サービスを実施している事業者に当

該指針に沿った事業運営に努めるよう働きかけていただきたい。

○　なお、市町村においては、地域での短期入所生活介護の需要を踏まえ、基準該当

短期入所生活介護を積極的に整備することについても検討されたい。



別紙資料5－2 ビスを輯甥荘る雷楽所壷の
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① 適 所 介 護 事 業 所 等 の 設 備 を利 用 し・夜 間 及 び深 夜 に 指 定 適 所 介 護 以 外 の サ － ビス （介 護 保 険 制 度 外 の 宿 泊 サ － ビス ）を提 供 し

てい る事 業 所 につ い て 、利 用 者 保 護 の 観 点 か ら・届 出 制 の 邁 大 事 故 報 生 の 仕 組 み を構 築 す るとともに 情 事 八 ・

　　　　　　　 ・ □ ・一　　 一、 日 展の 堆 表 を推 進 。
② 最 低 限 の 質 を担 保 す る という観 点 か ら、宿 泊 サ ー ビス の ガイドラインとして 、従 業 者 の 配 置 基 準 や 一 人 当 た り床 面 積 等 に つ い て

示 す ことも推 進 。

　 ∴ ∴∴　　 一言．rr－∴「一∴

① 適所介護の基準（省令）を見直し、以下の事項を規定

ア 介護保険外で宿泊サービスを提供する場合・事業所の基本情報等について指定権者への届出を義務付け

イ 都道府県は届出の内容を公表（情報公表制度）
ウ 宿泊サービスの提供により事故があった場合・事業所は市町村、利用者の家族に連絡

② ガイドラインの内容としては以下の事項を規定

ア　人員関係（従業者、責任者）
イ 設備関係 （利用定員、一人当たり床面積等）
ウ 運営関係（利用者への説明〃同意、緊急時等の対応、事故発生時の対応等）
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るため、市町
これにより地
チェックされる
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村が藷 謹 選 諸 芸 ビスであることから、鵬 連携堕 豊の透離 す
域住民等が参加する運営推進会議等が定期的に開催され、宿泊サm ビスの部分も含めサービス全体が外部から

こととなる。
② 介護サービス情報の公表制度で公表されている適所介護等の基本情報に哺 泊サービス の情報を追加。

③ 「通い」「調 」「宿泊」の機能を有する小規模多機能型居宅介護について・更なる普及捏造や 薗 当ショー迭 重 が 遜

る事業所として小規一槙多・能型居宅介護の併設を認めるなどの規制緩和を行い・2 4時間地域で高齢者を支える体制を整備



碇聞及び深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化
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（夜聞及び深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化）

適所介護事業所の設備を利用して、介護保険制度外の夜間及び深夜のサ「ビス（宿泊
サービス）を実施している事業所については、届出を求めることとし、事故報告の仕組み
を設けるとともに、情報公表を推進する。（介護予防も同様の措置を講ずる。）
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車宿泊サービスの提供日数にかかわらず、宿泊サービスを提供する場合、事業所の基本情報等につい
i　て指定権者への届出を求めることとする。

車宿泊サービスの提供により事故が発生した場合には、市町村“利用者家族“居宅介護支援事業者等
i　への連絡、事故に際して採った処置の記録を義務付ける。
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【指定権者へ届け出る基本情報等の内容】

○指定通所介護事業所（指定認知症対応型適所介護事業所）の事業所番号
○事業所の名称、事業所の所在地、事業所の連絡先
○宿泊サービスの利用定員、提供時間、提供日
○宿泊サービスの提供時間帯を通じて配置する職員数と保有資格
○宿泊室の提供状況（個室、個室以外、個室以外の場合はプライバシーの確保方法）
○消防設備の設置状況



適薪弁護欝の設備を剰用して宿泊サ回ビスを実施する場合の摘イ野夢インの騙麗

最低限の質を担保するという観点から、宿泊サービス提供にあたっての設備要件等のガイドラインは、独自基準を設けている自
治体の枠組み、指定小規模多機能型居宅介護や基準該当短期入所生活介護に関する基準を参考に以下のとおり整理している。

主な事項 主な記載内容

総
則

目的 ガイドラインの目的（利用者の尊厳の保持・安全確保）
定義 宿泊サービスの定義（営業時間外に適所介護の設備を利用し夜間及び深夜に指定適所介護以外のサービス提供を行うこと）
宿泊サービスの提供 利用者の心身の状況に応じ、緊急時又は短期的な利用に限って、宿泊サービスを提供
宿泊サービス事業者の責務 居宅介護支援事業者との連携や他法令の遵守

人
員
関
係

従業者の員数及び資格 従業者の配置数（夜勤1以上）や資格

責任者 宿泊サービス従業者の中から責任者を定めること

設
備
関
係

利用定員 宿泊サービスの利用定員

設備及び備品等 宿泊室の定員、一人当たり床面積（7．43霜以上）、プライバシーの確保、消防法等に規定された設臍の整備等

運
営
関
係

内容及び手続の説明及び同意 運営規程の概要等の説明、利用申込者の同意
宿泊サービスの提供の記録 サービスの提供記録とその記録の利用者への交付
宿泊サービスの取扱方針 自立支軽の観点からのサービス提供、身体的拘束等の禁止等
宿泊サービス計画の作成 宿泊サービス計画の作成した上で、サービス提供を行うこと
介護 自立支援の視点に立った介護の提供
食事 栄養状態等に配慮した食事の提供

鍵康への配慮 健康状況へ配慮したサービスの提供
相談及び援助 利用者“家族の相談に応じ適切な助言、援助
緊急時等の対応 利用者の急変時における主治の医師等への連絡
運営規程 事業の目的〃運営方針、従業者の職種、提供時間、利用定員、利用料、非常災害対策等
勤務体制の確保等 勤務体制の確保と研修機会の確保等
定員の遵守 利用定員の遵守
非常災害対策 定期的な夜間の避難訓練等の実施
衛生管理等 感染症防止の措置

運営規程等の掲示 勤務体制、運営規程等の掲示
秘密保持等 業務上知り得た情報の漏洩防止等
広告 虚偽・誇大な広告の禁止、介護保険外であることの明記等
苦情処理 苦情相談窓口の設置とその記録
事故発生時の対応 事故発生の市町村への報告、記録、損害賠償等
宿泊サービスを提供する場合の届出 宿泊サービスを提供する場合、開始前に指定権者への届出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 篇

調査へ、の協力等 指定権者が行う調査への協力、必要な改善を行うこと等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ！

記録の整備 サービス提供の内容、苦情処理の内容等の記録の整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＿」


